
-1- 
 

大相模調節池水辺活用調整協議会 第１０回協議会 会議録（要旨） 

 

 

１ 日時 

令和６年（2024 年）９月２７日（金）午後４時から午後５時まで 

 

２ 会場 

水辺のまちづくり館 大会議室 

 

３ 出席者 

  大相模自治会連合会、レイクタウン北自治会、 

特定非営利活動法人越谷ふるさとプロジェクト、 

特定非営利活動法人セイラビリティ越谷、一般社団法人越谷市観光協会、 

レイクアンドピース株式会社、埼玉県河川環境課、埼玉県越谷県土整備事務所、 

越谷市都市計画課、越谷市公園緑地課、越谷市経済振興課（事務局） 

 

４ 内容 

■議事 

会長、越谷市経済振興課のあいさつの後、議事に入った。 

 

（１）水辺ｄｅベンチャーチャレンジ事業の開始について 

 

＜主な意見等＞ 

 

 

 

事務局 

（越谷市経済振興課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局より、事業概要及び事業の開始について、説明があった。 

要旨は以下のとおり。 

・現在、市が包括占用している大相模調節池のうち、１０月からの

予定で、水辺ｄｅベンチャーチャレンジで使用する範囲を改めて

占用し、民間利用できるよう施設使用契約を締結する。 

・水上デッキと店舗の整備を行うＡゾーン（資料図面青色部）、桟橋

整備と水上アクティビティや芝生のイベント利用などを行うＢゾ

ーン（同橙色部、緑色部）、デッキと施設を整備するＣゾーン（同

赤色部）が事業内容となるが、まず１０月からはＢゾーンでの事

業を開始する。Ａゾーン、Ｃゾーンは施設整備を経てオープンと

なり、それぞれ２０年の営業期間を予定している。 

・Ｂゾーンの桟橋では今年４月から社会実験としてボートのレンタ

ル事業が行われており、１０月以降も継続して実施する予定。 
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委員 

（セイラビリティ越谷） 

 

 

 

 

事務局 

 

 

委員 

（セイラビリティ越谷） 

 

 

委員 

（埼玉県河川環境課） 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

委員 

（越谷市観光協会） 

 

 

事務局 

・今回の事業開始を機に、大相模調節池内での物販や有償サービス

提供などの商業活動は「水辺ｄｅベンチャーチャレンジ」で使用

するエリアに限り、それ以外は原則として物販などは行わない公

園としてのエリアに明確に用途を分けていく。 

・以前の協議会で意見のあった、芝生の管理が分かれることによる

手続きの煩雑化対応については引き続き関係者間で調整する。 

 

【主な意見・質疑】 

・各ゾーンの具体的な使い方については、決定したことを報告する

のではなく、検討中の内容を協議会に説明するようにしてもらい

たい。 

・大相模調節池全体の景観、デザインを考慮した企画づくりが必要

である。 

 

・今回はＢゾーンから事業を開始する予定。どのように使っていく

か、次回協議会を１０月下旬目途に開催し案を示したい。 

 

・Ａゾーンのデッキの面積が半分となった経緯について改めて県か

ら説明をもらいたい。 

・桟橋の形状などはこれで最終形なのか。 

 

・事業計画書で示したデッキの図はあくまで理想を示したものとし

て考えてもらいたい。その後の検討で、事業費などの兼ね合いも

あり、現在の形に落ち着いた経緯がある。 

・桟橋については実際に運用していく中で、事業者などの意見を聞

きながらよりよい形を検討していきたい。 

・水辺ｄｅベンチャーチャレンジは、施設オープン後も最低年１回

は事業報告をするスキームとなっている。 

 

・課題を共有し、意見を聞く機会の確保については、事務局で検討

すること。 

 

・Ｃゾーンのイメージ図は今後示されるのか。 

・大相模調節池周辺では、最近防犯上の懸念もある。防犯カメラ等

の設置についての検討は。 

 

・Ｃゾーンについては、次回の協議会は契約締結後となる予定であ
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委員 

（公園緑地課） 

 

 

事務局 

 

委員 

（越谷ふるさとプロジェ

クト） 

 

事務局 

 

 

委員 

（レイクタウン北自治

会） 

 

委員 

（レイクアンドピース） 

 

 

 

委員 

（セイラビリティ越谷） 

 

委員 

（埼玉県越谷県土整備事

務所） 

 

るため、そこでイメージ図も出したい。 

 

・防犯カメラについて。防犯の取り組みは全市的な課題であり、今

後、関係課と協議していく。ただ、現時点で具体的な話があるわ

けではない。 

 

・防犯カメラについては事業者とも協議を進めていきたい。 

 

・これまでの公園利用者のような、一般市民による利用を排除しな

いようにしてもらいたい。 

・電力について、ガソリン発電機の使用は避けてもらいたい。 

 

・一般市民による利用はこれまでと変わらない予定。 

・電力については、インフラ設置の中で事業者と協議していく。 

 

・現在試験運用している「Ｈｏｂｉｅ」はどうなるのか。 

 

 

 

・基本的にはこれまでと同様の運用を考えている。季節に応じて実

施時間は変更するかもしれない。 

・先ほどの電力の件については、環境負荷の少ない方法の中で解決

策が無いか検討していきたい。 

 

・工事に関して、地元説明会や見学会などの開催予定は。 

 

 

・見学の希望があれば、個別に受け入れることが可能。 

 

 

 

■その他 

特になし 

○事務局から 

・次回会議については、１０月下旬に実施する予定。 

 
 


